
東京都原子爆弾被爆者介護保険利用等助成事業実施要綱 
 

平成１３年 ３月１９日 １２衛福特第１１５９号 

改 正 平成２１年 ４月 １日２０福保保疾第２０９７号 

改 正 平成２５年 ６月２５日２５福保保疾第 ３３６号 

改 正 平成２８年 ２月２２日２７福保保疾第２２１７号 

改 正 平成２８年 ７月２１日２８福保保疾第 ７１８号 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱に基づく事業（以下「助成事業」という。）は、原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第１条に規定する被爆

者（東京都内に住所を有する者に限る。以下「被爆者」という。）であって、次

に掲げるサービス等に係る費用の一部を負担するものに対して、利用者負担の

軽減措置を講じることにより、被爆者及びその家庭の福祉の向上に寄与するこ

とを目的とする。 

 一 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する訪

問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期

入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介

護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護）、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護 

二 法に規定する介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設（以下「介

護老人福祉施設等」という。）への入所 

三 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（以下「第１

号訪問事業」という。）又は同号ロに規定する第１号通所事業（以下「第１号

通所事業」という。） 

四 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項

の規定により、なおその効力を有するものとされた同法第５条の規定による改

正前の法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧介護予防訪

問介護」という。）又は同条第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧介

護予防通所介護」という。） 

五 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホーム又は特

別養護老人ホーム（以下「養護老人ホーム等」という。）への入所 

 

 

（助成事業の種類） 

第２条 助成事業は、次に掲げるものとする。 

 一 訪問介護利用助成事業 

 二 通所介護利用助成事業 

 三 短期入所生活介護利用助成事業 

 四 定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用助成事業 

 五 小規模多機能型居宅介護利用助成事業 

 六 複合型サービス利用助成事業 



 七 介護老人福祉施設利用助成事業 

 八 養護老人ホーム利用助成事業 

 

 

（訪問介護利用助成事業） 

第３条 この事業の対象者は、低所得（原則としてその属する世帯の生計中心者

が所得税非課税である（生活保護受給世帯を含む。）ことをいう。以下同じ。）

の被爆者のうち、次の表の左欄に掲げるサービスのいずれかの利用により、そ

れぞれ次の表の右欄に掲げる介護給付等の支給を受けている者であって、当該

サービスに係る費用の一部を負担しているものとする。 

 

訪問介護 
・居宅介護サービス費（法第４１条） 

・特例居宅介護サービス費（法第４２条） 

旧介護予防訪問介護 
・介護予防サービス費（法第５３条） 

・特例介護予防サービス費（法第５４条） 

第１号訪問事業（※） 第１号事業支給費（法第１１５条の４５の３） 

 

※ 平成２７年３月３１日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に

係る参考資料の送付について（確定版）」サービス種類コード一覧に規定するサー

ビス種類コードＡ１及びＡ２に限る。 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付等の額

に９０分の１００を乗じて得た額（法第５０条又は第６０条の規定が適用され

る場合にあっては、当該介護給付等の額を当該規定に基づき１００分の９０又

は１００分の８０を超え１００分の１００以下の範囲内において区市町村が定

めた割合（以下「区市町村特例割合」という。）で除して得た額、法第６９条第

３項の規定が適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７０分の８０

を乗じて得た額）から当該介護給付等の額を減じた額を限度額とし、その範囲

内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって低所得の被爆者が負担する額が

減額される場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成する

ものとする。 

 

 

（通所介護利用助成事業） 

第４条 この事業の対象者は、被爆者のうち、次の表の左欄に掲げるサービスの

いずれかの利用により、それぞれ次の表の右欄に掲げる介護給付等の支給を受

けている者であって、当該サービスに係る費用の一部を負担しているものとす

る。 

 



通所介護 
・居宅介護サービス費（法第４１条） 

・特例居宅介護サービス費（法第４２条） 

地域密着型通所介護 
・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

認知症対応型通所介護 
・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

旧介護予防通所介護 
・介護予防サービス費（法第５３条） 

・特例介護予防サービス費（法第５４条） 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

・地域密着型介護予防サービス費（法第５４条の２） 

・特例地域密着型介護予防サービス費（法第５４条の３） 

第１号通所事業（※） 第１号事業支給費（法第１１５条の４５の３） 

 

※ 平成２７年３月３１日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に

係る参考資料の送付について（確定版）」サービス種類コード一覧に規定するサー

ビス種類コードＡ５及びＡ６に限る。 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付等の額

に９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２又は第５９条の２の規定が

適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に８０分の１００を乗じて得

た額、法第５０条又は第６０条の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付等の額を区市町村特例割合で除して得た額、法第６９条第３項の規定が適

用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７０分の８０を乗じて得た額、

法６９条第４項の規定が適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７

０分の９０を乗じて得た額）から当該介護給付等の額を減じた額を限度額とし、

その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（短期入所生活介護利用助成事業） 

第５条 この事業の対象者は、被爆者のうち、次の表の左欄に掲げるサービスの

いずれかの利用により、それぞれ次の表の右欄に掲げる介護給付等の支給を受

けている者であって、当該サービスに係る費用の一部を負担しているものとす

る。 

 

短期入所生活介護 
・居宅介護サービス費（法第４１条） 

・特例居宅介護サービス費（法第４２条） 



介護予防短期入所 

生活介護 

・介護予防サービス費（法第５３条） 

・特定介護予防サービス費（法第５４条） 

 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付等の額

に９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２又は第５９条の２の規定が

適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に８０分の１００を乗じて得

た額、法第５０条又は第６０条の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付等の額を区市町村特例割合で除して得た額、法第６９条第３項の規定が適

用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７０分の８０を乗じて得た額、

法６９条第４項の規定が適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７

０分の９０を乗じて得た額）から当該介護給付等の額を減じた額を限度額とし、

その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用助成事業） 

第６条 この事業の対象者は、被爆者のうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の利用により、次の表の右欄に掲げる介護給付の支給を受けている者であっ

て、当該サービスに係る費用の一部を負担しているものとする。 

 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付の額に

９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２の規定が適用される場合に

あっては、当該介護給付の額に８０分の１００を乗じて得た額、法第５０条の

規定が適用される場合にあっては、当該介護給付の額を区市町村特例割合で除

して得た額、法第６９条第３項の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付の額に７０分の８０を乗じて得た額、法６９条第４項の規定が適用される

場合にあっては、当該介護給付の額に７０分の９０を乗じて得た額）から当該

介護給付の額を減じた額を限度額とし、その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（小規模多機能型居宅介護利用助成事業） 



第７条 この事業の対象者は、被爆者のうち、小規模多機能型居宅介護又は介護

予防小規模多機能型居宅介護のサービスを受け、それぞれ次の表の右欄に掲げ

る介護給付等の支給を受けている者であって、当該サービスに係る費用の一部

を負担しているものとする。 

 

小規模多機能型 

居宅介護 

・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 

・地域密着型介護予防サービス費（法第５４条の２） 

・特例地域密着型介護予防サービス費（法第５４条の３） 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付等の額

に９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２又は第５９条の２の規定が

適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に８０分の１００を乗じて得

た額、法第５０条又は第６０条の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付等の額を区市町村特例割合で除して得た額、法第６９条第３項の規定が適

用される場合にあっては当該介護給付等の額に７０分の８０を乗じて得た額、

法６９条第４項の規定が適用される場合にあっては、当該介護給付等の額に７

０分の９０を乗じて得た額）から当該介護給付等の額を減じた額を限度額とし、

その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（複合型サービス利用助成事業） 

第８条 この事業の対象者は、被爆者のうち、複合型サービス（看護小規模多機

能型居宅介護）の利用により、次の表の右欄に掲げる介護給付の支給を受けて

いる者であって、当該サービスに係る費用の一部を負担しているものとする。 

 

複合型サービス 
・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付の額に

９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２の規定が適用される場合に

あっては、当該介護給付の額に８０分の１００を乗じて得た額、法第５０条の

規定が適用される場合にあっては、当該介護給付の額を区市町村特例割合で除

して得た額、法第６９条第３項の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付の額に７０分の８０を乗じて得た額、法６９条第４項の規定が適用される

場合にあっては、当該介護給付の額に７０分の９０を乗じて得た額）から当該

介護給付の額を減じた額を限度額とし、その範囲内で助成するものとする。 

 



３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（介護老人福祉施設利用助成事業） 

第９条 この事業の対象者は、被爆者のうち、次の表の左欄に掲げる介護老人福

祉施設等に入所し、それぞれ同表の右欄に掲げる介護給付の支給を受けている

者であって、当該施設の入所に係る費用の一部を負担しているものとする。 

 

介護老人福祉施設 
・施設介護サービス費（法第４８条） 

・特例施設介護サービス費（法第４９条） 

地域密着型介護老人 

福祉施設 

・地域密着型介護サービス費（法第４２条の２） 

・特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３） 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、前項の表の右欄に掲げる介護給付の額に

９０分の１００を乗じて得た額（法第４９条の２の規定が適用される場合に

あっては、当該介護給付の額に８０分の１００を乗じて得た額、法第５０条の

規定が適用される場合にあっては、当該介護給付の額を区市町村特例割合で除

して得た額、法第６９条第３項の規定が適用される場合にあっては、当該介護

給付の額に７０分の８０を乗じて得た額、法６９条第４項の規定が適用される

場合にあっては、当該介護給付の額に７０分の９０を乗じて得た額）から当該

介護給付の額を減じた額を限度額とし、その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 

（養護老人ホーム利用助成事業） 

第１０条 この事業の対象者は、被爆者のうち、養護老人ホーム等に入所し、老

人福祉法第２８条第１項の規定により、入所に係る費用を徴収されているもの

とする。 

 

２ 前項の対象者に助成する限度額は、当該施設の入所に係る費用として、老人

福祉法第２８条第１項の規定により、区市町村長から徴収されている額とし、

その範囲内で助成するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、他の制度によって被爆者が負担する額が減額され

る場合は、その減額後の負担額を限度額とし、その範囲内で助成するものとす

る。 

 

 



（助成金の返還） 

第１１条 対象者が助成事業の助成金を偽りその他不正な手段により受けた場合

は、知事は当該対象者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項につ

いては、要領で定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 １７福保保疾第９５７号 

 この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 １８福保保疾第１６１９号 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 ２０福保保疾第２０９７号 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 ２５福保保疾第３３６号 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 ２７福保保疾第２２１７号 

 この要綱は、平成２８年２月２２日から施行し、平成２７年４月１日から適用

する。 

 

   附 則 ２８福保保疾第７１８号 

 この要綱は、平成２８年７月２１日から施行し、平成２８年４月１日から適用

する。 

 


